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令和２年

令和４年 民法の改正（H30.6月公布、R4.4月施行）

民法・児童福祉法・児童虐待防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正
（Ｒ1.6月公布、Ｒ2.4月施行（一部はＲ4.4月又はＲ5.4月施行））

民法の改正（R4.12月公布・施行）

◯ 成年年齢の引下げ

◯ 懲戒権の削除
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子供家庭支援センターを児童相談の一義的窓口とし、児童相談所を専門性の高い困難事例の
対応窓口としながら、児童虐待に対して連携して取り組んでいます。





協議会の調整・運営

母子健康手帳交付時や新生児訪問時等の機会を活用して、支援が必要な家庭の早期発見を図り、産後ケア事業
や保健所・保健センター等の個別指導、子供家庭支援センターで実施するサービスなど、適切な支援につなげる区
市町村の取組みを支援します。
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（出典：厚生労働省「福祉行政報告例」）

虐待対応状況（児童相談所、子供家庭支援センター）

経路別虐待相談対応状況（児童相談所） 経路別虐待相談対応状況（子供家庭支援センター）
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※ 令和４年度は速報値全国データ
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請求人数 承認人数

養護（被虐待） 養護（その他） 非行 その他
※ 治療指導課含む

児童福祉施設入所
その他

※ 治療指導課含む

里親委託
帰宅他の児童相談所・機関に移送

虐待者内訳（児童相談所）

年齢別虐待相談対応状況（児童相談所）

内容別虐待相談対応状況（児童相談所）その他
1,193件

（4.5%）

総件数
26,273件
（100%）
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（0.3%） 実父
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（49.3%）
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（3.2%）

※ 東京都の非該当（1,525件）を除く。

※ 東京都の非該当（1,525件）を除く。

※ 東京都の非該当（1,525件）を除く。

性的虐待
214件

（0.8%）
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（22.3%）
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（64.7%）
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    3,192件

     （12.1%）

総件数
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（100%）

総件数
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（100%）

12～14歳
4,249件

（16.2%）

※ 28条　家庭裁判所の審判による施設等入所（更新含む）
※ 特別区児童相談所を除く。

※ 特別区児童相談所を除く。※ 特別区児童相談所を除く。

15歳以上
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＜令和４年度　東京都の統計データ＞



東京ＯＳＥＫＫＡＩ化計画ホームページ　ＵＲＬ  https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/

オレンジリボンには「児童虐待防止」という

メッセージが込められています。

オレンジリボンを見たときに子供への虐待防止を

思い出してください。

オレンジリボンを胸につけて子供への虐待防止を

呼びかけてください。

【児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはやく）」】
  虐待かもと思った時などに、すぐに通告・相談ができる全国共通の電話番号です。24時間、365日、対応しています。（通話料は無料です）
  児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189 -783（いちはやく・おなやみを）」もご利用いただけます。（通話料は無料です）
【特別区児童相談所】
  世田谷区児童相談所：03-6379-0697　 江戸川区児童相談所（はあとポート）：03-5678-1810　
  荒川区子ども家庭総合センター（児童相談所）：03-3802-3765 港区児童相談所：03-5962-6500
  中野区児童相談所：03-5937-3289 板橋区子ども家庭総合支援センター（児童相談所）：03-5944-2373
  豊島区児童相談所：03-6758-7910 葛飾区児童相談所：03-5698-0303

相談窓口

連  絡  先

相　　談

受付時間

東京都児童相談所

各児童相談所の電話番号

（上記参照）

月曜日～金曜日
午前９時～午後５時

関係機関の方や、現在東京都児童相
談所にご相談中の方で緊急の場合
は、夜間休日緊急連絡ダイヤル
０３－５９３７－２３３０で対応
（平日夜間（午後５時４５分以降）、
土・日曜日、祝日（年末年始を含む））

４１５２（よいこに）
電話相談

子供の権利擁護
専門相談事業

（東京子供ネット）

児童福祉審議会
（被措置児童等の
虐待相談窓口）

LINE相談
「親子のための
相談LINE」

０３－３３６６－４１５２

聴覚言語障害者用ＦＡＸ
０３－３３６６－６０３６

０１２０－８７４－３７４ ０１２０－４８１－４７９

（相談時間）
月曜日～金曜日

午前９時～午後９時
土・日曜日、祝日

午前９時～午後５時
（12月29日～1月3日を除く）

（相談時間）
月曜日～金曜日

午前９時～午後９時
土・日曜日、祝日

午前９時～午後５時
（12月29日～1月3日を除く）
※いじめ、体罰、虐待などの　　

　　権利侵害について相談できます。

月曜日～金曜日
午前９時～午後５時

（12月29日～1月3日を除く）

月曜日～金曜日
午前９時～午後11時
（受付は　　　　　　
　午後10時30分まで）
土・日曜日、祝日
（年末年始含む）
午前９時～午後５時

よ い  こ  に

は なして　  み な よ しん ぱ い 　しなくていいよ

令和５年10月発行　登録番号  R5（9）

立川児童相談所

小平児童相談所 児童相談センター

北児童相談所

足立児童相談所

江東児童相談所

品川児童相談所多摩児童相談所

八王子児童相談所

杉並児童相談所

世田谷区児童相談所

中野区児童相談所

港区児童相談所

江戸川区児童相談所

荒川区児童相談所

葛飾区児童相談所

石油系溶剤を含まないインキを
使用しています。

板橋区児童相談所

豊島区児童相談所


